
【コーディネーター：杉山氏】  それ

ではパネルディスカッションを始めさ

せて頂きたいと思います。コーディネ

ーターを務めます成城大学の杉山でご

ざいます。どうぞよろしくお願いを申

し上げます。最初に、１つお願いをコ

ーディネーターから申し上げないとい

けないのですが、今日の進行が少しずつ押してまいりましたので、どれぐらいまで

時間が許されるかということを主催者側のほうに確認いたしましたら、多少はいい

んだけれど、６時には必ず終わらないといけないということで、今から６時までと

いうと、55 分しかありません。最大限使うとして 55 分、当初このパネルディスカ

ッションに予定をされておりました時間は、70 分でありますので、これを 55 分に

収めようということになりますと、パネリストの方々がこんなことをお話しようと

思って下さっていたことを、平均して２割から３割ずつ減らして、お話を頂かない

と時間が収まらないということになろうかと思います。最初から大変こんなお願い

をするのは心苦しくて恐縮なことでございますけれど、１つよろしくご協力をお願

い申し上げます。  

 

さて本日のフォーラムは、冒頭に関水 IMO 事務局長から今後の IMO が目指す

姿、あるいは主体的に取り組んでいく事柄等々について基調講演を頂戴いたしまし

た。それに続いて日本船主協会の芦田会長、また日本造船工業会の釡会長から、そ

れぞれ日本の海運業と造船業を取り巻く環境および今後の IMO に期待する事柄に

ついて、ご講演を頂戴したわけであります。そこでその中には、色々と広い話題、

課題等々が登場いたしましたので、この後のパネルディスカッションで若干論点を

絞っての話に入る前、最初にお三方のご講演を踏まえて、国土交通省海事局の森重

次長から日本政府として、そういう色々な種類の課題に対して、どういう認識を持

っておられるか、また日本政府としてどんな対応が考えられるのか、そういうこと

について少しお話を頂戴いたしたいと思いますので、森重次長、１つ宜しくお願い

を申し上げます。  



～日本政府の対応：「生存」「一流」「仲間」「世界価値」の視点から～ 

【パネリスト：森重氏】  海事局次長

の森重です。宜しくお願いします。関

水事務局長、芦田会長、それから釡会

長、それぞれ世界で大変活躍されてい

らっしゃる方々のお話を伺いまして、

パネルディスカションに入る前に冒頭

ということで、政府の私どもが進めて

おります政策も含めまして、若干コメ

ントさせて頂きたいと思います。  

 

まずは全体的な感想といたしまして、私ども日本の海事分野の立ち位置と申しま

すかね。そういう点で見ますと、色んな捉え方があると思うのですけれども、いく

つ共通する視点と言いますか、観点があるのかなというふうに思いながら、お話を

聞いておりました。私なりに思いましたのは、この４点ですけども、１つは「生存」

ということであります。日本のセキュリティ、海賊の問題がありましたし、あるい

はライフラインの維持であるとか、あるいは国際企業、国際産業としての存続、あ

るいは海事クラスターという意味で言いますと、地域、経済、生活の存続という、

そういうこと全て関連していると思いますが、そういった生存という点です。  

 

２点目は「一流」ということであります。高い技術力、あるいは海運で言えばサ

ービスだと思いますけども、そういったことで、世界で勝負していく。あるいは国

際競争力をどうやってつけていくか。トップランナーという言葉がありましたけれ

ど、そういった一流を目指すという考え方、これが２点目かなと思います。それか

ら３番目が「仲間」ということかなと。先ほど「絆」という話もお話の中にありま

したけども、海事クラスター全体で相乗効果を出していくとか、あるいは今日のテ

ーマでありますアジア全体として、総合的に連携して、力を発揮していく、そうい

った「仲間」という考え方です。それから最後に「世界価値」とでも言いましょう

か。地球環境の問題であるとか、グローバルに出ている問題をどうやっていくか、



それを今日関水事務局長のお話にもございましたが、 IMO を通じて、そういう世

界価値にどうやって挑戦していくか、日本がどういうことをできるか、そういった

観点かな、と思って伺っておりまして、以上を頭に置きながら、海事行政にも少し

触れながら、感想を申し上げたいと思います。  

 

一応３点に触れたいと思いますが、色々多岐にわたるお話だったものですから、

１つは海賊の問題、２番目が新しい造船政策に関すること、最後がアジアとの連携

とか、アジアが一体として発信していくということではないかと思います。その３

点について感想を述べたいと思います。  

 

海賊問題については、先ほど芦田会長から詳細なお話がございましたので、改め

て重なることは申し上げませんが、何よりも経済安全保障、政府としては、経済安

全保障という点で、ライフラインの維持、安全の確保は極めて重要な話でございま

して、現在拡がってきている海賊の広域化の問題であるとか、それから悪質化の問

題に対しては、きちっと対応していくべき喫緊の課題だと思っています。これは国

交省も海事局も取り組んでおりますが、新たな広がりを見せた課題に対して、関係

省庁を含めて政府全体として対応していくべき問題だというふうに思っています。

１つの整理の仕方として、３つの観点があるかもしれない。１つは物理的な防御力

を付けていくということでございまして、商船自体の自主警備の問題、施設の問題

等々、シタデルとか色々ございまして、これは相当踏み込んでやっておられると。

次に自衛艦によるエスコート、あるいは各国海軍による護衛活動の話でございます

が、これは大変な成果を挙げておるわけでございますけど、さらにこれは日本に限

らず、全体的にあの広域的に拡がる海域にどのような対応をしていったらいいかと

いうことにつながる問題だと思います。  

 

関水事務局長のお話にもございましたように、今一番喫緊の話として浮上してい

るのが、武装警備ガードの話であります。有効な対策として拡がりを見せておりま

すから、各国悩んでおりまして、どういう次の一手を打っていくか、色んな課題も



あるものですから、その辺のところがお話にもございましたように、この５月に

MSC 海上安全委員会で議論が行われる予定ですから、私どもも関係省庁と相談し

てきちんとした対応をしていきたいと思っています。  

 

２番目が沿岸国関係国に対応能力を付けてもらうということだと思います。

IMO のジブチ行動指針によりまして、我が国も 14 億円、最大の拠出をしておりま

して、情報センターの整備であるとか、連絡センター等も整備しておりますが、沿

岸諸国へのキャパシティ・ビルディングとして、海上保安庁によりまして、沿岸諸

国のコーストガードを招聘した研修等も実施しています。さらに先月、１月に海上

保安庁とインドのコーストガードの長官同士の会議がございまして、その連携を強

化していくということで、先月連携した合同訓練が行われました。さらにインドの

西岸域で発生した場合、インドのコーストガード当局に、商船から的確に連絡する

そういうネットワーク、これを作って行こうじゃないかということで、インド当局

に連絡窓口の設定ということで、早急にそのネットワークを組んでいこうというこ

とで合意しまして、今その作業に入っていると聞いております。そういった連携も

しながら、対応能力を付けて行くと。３番目が、国連や IMO といった国際的な各

種の場を通じました連携活動の強化ということで、コンタクトグループであるとか、

あるいは海賊自体の背後にある問題、これを外交的に対応していかなければいけな

いと。いずれも色々課題はなかなか簡単ではないのですが、政府としてもしっかり

と官民よく話をしながらやっていきたいと思っています。  

 

それから２番目が、新しい造船政策でございます。今日ご出席の多くの方々はも

う十分ご承知かと思いますが、一流の造船国であり続けるためにという旗印で、昨

年とりまとめられまして、現在官民挙げて取り組みを進めておるというものでござ

います。３つの柱がございまして、受注力の強化、それから新市場、新事業の展開、

それから３番目が戦略的業界再編の促進でございますけども、この受注力の強化と

いうのが、GHG のお話が先ほどございましたけども、非常に関連する課題でござ

いまして、何よりも日本は得意な環境技術力を磨いて、エコシップを押し出して勝

負していくと。これが１つ。国交省といたしましても、海洋環境イニシアティブと



いう新制度を作っておりまして、ここ数年にわたり、技術開発支援を進めてきてお

ります。これは単に技術開発を進めるというのではなくて、国際ルールを先行して

提案して、正しく名前の通り国際的イニシアティブをとるという考え方でございま

して、技術開発と国際基準の策定を、ルール・メイキングを合わせて、戦略的、一

体的に進めるという考え方でやってきております。こういった流れの中で、GHG

の問題も対応の姿勢も関連するということでございます。  

 

あともう１つは、資金力も必要だということで、船舶投資ファンドの設立に向け

ての動きであるとか、そういったことを併せてやっているのはご承知の通りでござ

います。それから釡会長からもご紹介ございました、LNG 燃料船のお話でござい

ますが、これも世界に向けて先手を打つということで、国際基準の策定ですね。業

界のほうは経済性の検討をされていますが、基準の策定という意味で先行しようと

いうことで、そのための予算も来年度の予算案の中に、現在盛り込んでいるところ

でございます。  

いずれにいたしましても、環境基準の戦略的な活用をテコにして、生き残りをか

けていくということで、政府としても汗をかいていきたいと思います。あと環境戦

略、技術戦略と深く関連いたしますが、受注力の強化に併せて新事業や新市場への

展開。これはアジアで主として力を入れて造船技術を生かした展開を進めておりま

す。インドネシアでの洋上石炭貯蔵積出基地であるとか、タイで内航タンカーの代

替建造事業であるとか、様々なプロジェクトを、アジアを意識しながら進めており

ます。業界再編につきましては、もう皆様御承知の通り、先日ユニバーサル造船と

IHI マリンユナイテッドの合併計画が発表になりましたけども、大いに歓迎したい

と思いますし、また期待をしているところでございます。  

 

３番目、最後がアジアの連携と一体的発信力の強化でありますが、先ほどからル

ール・メイキング、国際ルールを作る意味で、イニシアティブをとると申し上げま

したけども、その際にやはりアジアとの連携と意見発信が極めて重要になっている

と思います。造船で言いますと、韓国、中国で言えばライバル関係にあるわけです

けれど、共通する部分もございますので、最大限共通の利益を追求できるような形



で対応していくことが必要だと思います。それからこれも先ほどのお話で出ました

が、発信力という意味では、アジア造船技術フォーラム、ASEF、それからアジア

船主フォーラムというのがあると思いますけども、いずれにせよ IMO 等の国際部

隊の場では、ヨーロッパの NGO だけじゃなくて、アジアの NGO も発信力を入れ

て行くということが大変必要でございますので、そういった NGO スティタスの取

得に向けては、我が国としても、全面的にバックアップしていきたいと思っており

ます。以上、ちょっと長くなりましたけれど、政策も含めてコメントさせて頂きま

した。  

 

～発展するアジア市場をどのようにとらえるか～  

【コーディネーター：杉山氏】 大変有難うございました。国土交通省として取り

組む施策について、大変分かりやすくお話を伺うことができたと思います。それで

は先ほど申し上げましたように、本日のパネルディスカションで予定をされている、

多少ブレイクダウンをしたテーマのほうに入って行きたいと思います。  

 

本日ご案内しておりますテーマは、「発展するアジア市場と海事産業」と、こう

いうふうになっているかと思います。そこで「発展するアジア市場」を、どういう

ふうに業界から眺めているのか、あるいは、眺めるべきであるのかというのが１つ。

これが第１の論点として主催者側で用意をしたものです。第２番目は、そういう「発

展するアジア市場」というのを考えたときに、それを環境問題、あるいは海洋環境

保全という視点から眺めたときには、どういう問題があるのかということです。大

きくこれら２つに分けて、議論を頂戴できればと思っております。  

 

初めに、「発展するアジア市場」というものをどういうように眺めておられるか

という点であります。私から申し上げるまでもない話でありますけども、前置きと

して多少触れさせていただきます。ここ 30 年位の世界の経済成長を眺めてみます

と、世界全体での成長率、平均で 2.8％でありまして、それに対してアジアを拾っ

てみますと、これは 4.6％ということで、はるかに大きな経済成長を示してきまし



た。そういう意味でアジア地域の経済成長が、ここ２，30 年については世界経済

を牽引してきたというふうに認識して構わないであろうと思っております。当面こ

の状況というのは、基本的には続くものであろうと考えられます。そのアジアの経

済成長の要因として、通常指摘されておりますのは、アジア新興国を中心とした人

口の増加、それからもう１つは、そのアジアにおける中間所得層の消費の拡大、こ

ういうものが非常に重要だと指摘をされています。それぞれ眺めてみますと、今年

の通商白書にも説明をされておりましたけれど、アジア地域の人口は、2010 年で

約 41.7 億の人口が、2020 年には、約 46 億人にまで増えていくという予測になっ

ております。今度は、世帯別の年間所得がどういうふうに変化をするかということ

で述べてみますと、年間の世帯の所得が５千ドル以下、これが低所得層。それから

５千ドルから３万５千ドル、これを中間所得層、そして３万５千を超えるところが

高所得層と、こういう分け方をしたときに、中間所得層プラス高所得層、これが

2010 年では、全体の 30％であったものが、2020 年には、なんと 66%になってい

くと、こういうふうに白書等で説明をされております。  

 

そういうことの結果として、アジアが生産拠点としてだけでなくて、消費地とし

ても、ますます大きくなっていくわけであります。となれば当然、対外的な貿易と

いう観点からも、欧米との間での物流量というのは、大幅に増大をしてまいります。

そういうことを踏まえて考えますと、アジア域内のコンテナ荷動き量というような

ところにまで、必ずその影響が及んでくる。これは先ほど来、今日の関水事務局長

のお話にもありましたけれど、貨物量 10 年で２倍というけれども、アジア域内、

日中韓プラスアセアン６カ国、この 10 カ国で見ますと、この 10 年間で約 2.3 倍

ということで、世界全体の物流量の増大をやはり大きく上回る形になっております。

こういう背景から「発展するアジア市場」という言葉でこれを表現しているわけで

すけれど、それをそれぞれ海運業界、造船業界としてどんなふうに捉えていらっし

ゃるか、どういうことをお考えになっていらっしゃるか、それぞれお話を伺えれば

と思います。まず日本船主協会の中本理事長には、日本の海運業界と荷主の関係

等々も踏まえながらお話を伺えればと思います。宜しくお願いいたします。  

 



～海運業界からみた「発展するアジア市場」～  

【パネリスト：中本氏】  今日はこのよ

うな機会を設けて頂きまして、誠に有難

うございます。また国連専門機関の関水

事務局長と一緒にパネルに出られるとい

うのは、大変光栄でございます。今、先

生からご指摘のあったアジアの成長をど

う取り込んでいくかというのが、海運の

大きな課題であると思っています。その話に行く前に、日本の船主さんの強みって

何だろうか。私は３つあると思います。これは芦田会長の受け売りではないですが、

TPP だと思います。T というのはトータルサービスで、日本の海運というのはコ

ンテナからタンカー、自動車専用船、鉱石船とあらゆるサービスが一社でできると

ころもありますし、それぞれ専門で強みを持っている会社もあります。中国、イン

ドだけじゃなくて、タイとかベトナムとかインドネシアとかそれぞれ日本と同じよ

うに大きな国になってくれば、そういう色んなサービスを提供できるということで、

非常に強みがあります。  

 

２番目の P ですけれど、これはパートナーシップ・ウィズ・シッパーというこ

とで、要するに、日本の荷主と共に日本の海運は発展してきて、安定的な運賃で安

定的なサービスを提供してきました。今、日本の荷主はご案内の通り製造コストの

関係でアジアを中心に外に出て行かなくちゃならない。さらに円高が拍車をかけて

おり、このロジスティックスを担う日本海運というのは、一緒に出て行って、発展

していくという、そういう形になっていくと思います。３番目がパーツ・オブ・マ

リタイムクラスターで、先ほど森局長からも「絆」という言葉で表わされましたけ

れど、日本の海運の強みは、造船工業会、舶用工業会があって、荷主さんの要請で

自動車専用船も日本で開発しましたし、チップ船、大型タンカー、それから鉱石輸

送船、LNG 船、そういったものをみんな日本の技術で開発してきています。そう

いった強みをさらに生かして、今後は先ほど釡会長の話にもありました、環境とい

うものが大きな問題になってくるので、環境技術を生かして、やはりアジアの成長



を大きく取り込んでいくことになると考えてます。  

 

邦船大手三社の中期計画を眺めてきたんですけれども、ここ２、３年をどうする

かという計画ですけど、そこではこのアジアの成長、あるいはアジアとアフリカ、

南米といった南北輸送をどうやって取り込んでいくかということで、それぞれ各社

NVO の業務を拡大するとか、自動車のサプライチェーンを提供するとか、LNG 船

隊を整備するとか、各社各様で色々なことを考えていらっしゃいます。私は産業人

じゃないんで、業界の立場というか、あるいは国がこういった日本船社がアジアに

出て行く中で、どういう環境整備をしたらいいのかという点ですけど、この点につ

きましては、２年前にちょうど前原国土交通大臣のときですけれど、国土交通省の

ほうで勉強をしています。｢海洋立国日本の復権に向けて｣ということで、アジアの

成長を取り込んで発展していくためには、海運として課題が３つあると言っており

ます。  

 

１つは、やっぱり T なんですけれども、タックスで、税金を国際標準に合わせ

ようということで、トン数標準税制の拡充、それから特別償却制度、買換特例制度

の拡充です。トン数標準税制につきましては、去年、一生懸命国土交通省のほうで

やっていただき、拡充をする方向が決まりましたので、ぜひとも使いやすい形の税

制に仕上げていただければ、これをもって日本の商船隊も頑張っていけるんじゃな

いかなと思います。それから２つ目が、日本商船隊の整備でして、そのために日本

籍船のコストの低減化というのが謳われています。これに関しては、関水事務局長

からもお話がありましたけども、 IMO が正に安全のオーソリティで、世界統一的

な基準を作っておりますので、ぜひとも IMO の作る基準以下であってはいけない

し、それ以上であってもいけないのだと思います。実質的に上乗せになるようなこ

とがないように、一生懸命日本政府も最近はやってきて頂いていますけれど、制度

の見直しを常に行なって、国際競争がしっかりできるような形にしてもらいたいで

す。３つ目が優秀な船員の確保ということです。日本人、外国人両方なのだと思う

のですけれど、特に日本人につきましては、優秀な人材がこの海運界に来るように、

色んなところで周知徹底しなくちゃいけないと思っています。教育機関等々と協力



してやっていかなければいけないと思います。そういう活動をすることで、空洞化

しない形での日本海運の発展があると思います。ちょっと先生のご指摘と外れてし

まったかもしれませんけれど、以上でございます。  

 

【コーディネーター：杉山氏】  大変ありがとうございました。それでは同じく、

アジア市場の拡大を造船業界としてはどのように捉えていらっしゃるか、日本造船

工業会の岩本企画部会長・国際部会長にお話を頂戴したいと思います。宜しくお願

い申し上げます。  

 

～造船業界からみた「発展するアジア市場」～  

【パネリスト：岩本氏】  日本造船工業

会の岩本でございます。アジアの状況と

いうことに関しますと、日本の造船界に

とってみましたら、追いかける韓国、追

いかける中国というシナリオがあったわ

けですが、もう「追いかける」という話

は、建造量的には存在しないということ

です。このような状況は、当初かなり先の話だと言っておりましたが、現実には圧

倒的なスピードで追い抜かれました。これは建造量に関する限りにおいてのことで

ございます。その背景にあったのは、やはり追いかける側が量を求めていたという

のが実情でしょうが、2008 年以降、船腹過剰が顕在化する状況になり、今後は量

的なメリットというものが、一部のコンテナ船など定航サービスの為に大量の船舶

を一度に発注するような船以外は、そのような形にはならないようになっています。

一方において、生産能力規模は十分大きくなっており、この面では船主さんの厳し

い選別の目をこれからずっと受けていかなければならないということでございま

す。その対応策といった観点からは、これは何回も今までも言ってきたことですが、

一言でいえば、やはりバランス良く相手の言うことを聞いてゆくこと、それをやっ

ていかなくてはいけないと思います。  



しかし実際には、それにはどうしたらいいのかということについて、役所の新造

船の政策等々出てはおりますが、各社のレベルにおいては、なかなかうまくいって

いないのが実情です。ひとつ考えられますのは、先ほど森重次長がおっしゃられた

ように海外展開です。進出先の筆頭は中国ですが、それ以外の地域でも色々なとこ

ろが出てきております。こういったところに日本の技術を使って教えて行くのは、

造船所さんによって取り組み方の度合いが、かなり違うと思いますが、魅力がある

部分なのではないかと思っております。  

 

 その他、日本の造船として生きて行く道とすれば、緻密な連携が重要となる改造

とか修理船の分野です。ボリュームの大きいものを、特に先ほど色々と言われてい

る規制の適用による改造船等々は他の国ではなかなか追随できない部分もあるの

で手がけることが考えられます。もちろん長く修繕をやって来られたシンガポール

などの国以外の新造船を得意とする国はそこまでいっていないと思います。そうな

ってきますと、やはり日本の造船所は、それなりの力をずっと温存してきていまし

たし、それから技術者もカットせずに、キープしてきた造船所も結構あるわけでご

ざいますから、そこら辺はひとつの大きな狙いどころになってくるのかなと思いま

す。  

 

逆に、先ほど中本理事長がおっしゃられましたように、船主さんの動きを見ます

と、今までもちろん日本の船主さんには大変お世話になり、共同で新しい船型を開

発してきたという部分もございます。これが今度は需要家がアジア市場に移ってい

くだろうということから、アジアの人達の要求するものに変わっていくということ

になります。日本の船主さんからもその辺のことは聞けるでしょうが、基本的には

ヨーロッパ向けの船をそのまま転用するというような形は聞きませんし、もっとも

っとアジアの人が求める特色をつけたようなものに切り替えていくという、頭の切

り替えが課題となってくるだろうと、かように存じます。あとは海洋案件の取り組

みですが、これについては各社色々と姿勢が違っているようでございますので、ア

ジアがこうやって伸びてきている中で、もちろん必要な動きだとは思いますし、特

に石油に限らず、そういった案件があるのかなというふうには思っております。も



ちろん EEZ で日本は世界６位でございますので、この望みを捨てるわけにはいか

ないと、造船側も思っております。  

 

あともうひとつは環境の問題ですが、世界が環境を意識するという現状において、

造船も当然これを武器にするというのは、常々考えております。付加価値競争力の

評価であれば勝ち目もあるかなと思っており、環境対応船の開発は、十分に評価さ

れるような取り組みということです。ここで環境を武器にするときにひとつ思って

おりますのは、自分で抱え込んで、それで１人で走るというようなことは、やはり

やるべきではないと思っていまして、全体のレベルアップにも活動を広げながら、

その中で優秀なところをアピールしていくこと、これが本当の意味での実力になっ

ていくのかなと最近強く感じているところでして、そこら辺をやはり進めていかな

くてはいけないというのが現状の考え方でございます。以上でございます。  

 

 

 

 

～海洋環境保全の視点からみた「発展するアジア市場」～  

【コーディネーター：杉山氏】 どうもありがとうございました。それぞれに貴重

なお話を伺いました。今お話し頂きましたような「発展するアジア市場」というこ

とをスタートにして考えますと、そこで当然考えられなければならないのは、海上



荷動き量が活発になっていくにつれて、業界としても、あるいは政策としてもます

ます環境への配慮ということが重要になりますし、それぞれにとっての環境への対

応が重要な責務ということになろうかと思います。そこで第２番目の論点に移らせ

て頂きます。「発展するアジア市場」に海洋環境保全という視点から検討を加えて

いくと、さらにどういう議論が出てくるのかということについて話を頂きたいと思

います。前置きを１つだけさせて頂きますと、船舶の建造についても、解撤につい

ても、アジア地域が中心ということはもうご案内の通りでして、世界の造船建造シ

ェアの約 92％を中国、韓国、日本の３カ国で占めています。それから船舶の解撤

についてみましても、インド、中国、バングラデシュ、パキスタン、この４カ国で

2010 年の世界シェアは 94.5％と、こういう数字になっています。こういうような

状況の下で、今後適正な海運市場及び造船市場というものをアジア地域において作

り上げていって、より環境負荷の少ない海運と造船を世界全体に普及させていくた

めには、やはり色々な対応が必要になってまいります。今日のお話の中にも既に出

てきていますように、シップリサイクル条約の早期発効ということも、大いに期待

しなければなりませんし、GHG の削減についても引き続き取り組んでいかなけれ

ばならない。こういう状況であろうと思います。そこでまず、 IMO の関水事務局

長にコメントを頂戴できればと思います。基調講演を頂戴しましたときには、多分

時間も足りなかったことと思いますので、環境規制等々について、 IMO での取り

組みについての補足等も含めて頂き、それ以外の事柄でも結構でございます。  

 

～アジアの意見を様々なチャネルで～  

【パネリスト：関水氏】  どうもありが

とうございます。環境規制ということに

なりますと、現下ではやはり GHG の問

題であるとか、それからご指摘になった

船舶のリサイクルの条約のこの実施、そ

れからまたバラストウォーターですね。

この条約の早期発効のために、やはり加

盟国が実施のために努力をするということが極めて重要だろうと思います。GHG



の問題では、やはりマーケットベースド・メジャーをどうするかというのは、これ

は将来の問題で、先ほども指摘致しましたけれども、やはり IMO を中心にしてそ

ういったものを作って行くと。やはり IMO としては、世界のレギュラトリーボデ

ィという位置づけが大事だろうと思います。一度作り上げたものの実施というのは、

これは加盟国政府であれ、または業界であるということですから、 IMO としての

やはり一番重要な任務というのは、新しい環境規制、そういったものを作るという

ことになると、やはりそれはグローバルに作っていくのだと。その視点は、将来と

も変えるわけにはいかないと思います。  

 

今年は先ほど申し上げましたけれども、環境に関するストックホルムのカンファ

レンスが開かれて 40 年ですね。この 40 年間の中で IMO がやってきたことという

のは、非常に多岐に渡っていると思います。特に環境については、MARPOL 条約

の採択、それから MARPOL 条約をさらにエアポリューションのような新しいアネ

ックスを入れるとか、それからバラスト条約を作ったり、それから船舶の塗料につ

いての条約を作るというようなことで、やはり IMO としては、環境問題を中心的

に世界的に取り扱ってきていると。この実施については、やはり条約を作る段階か

ら海運界と造船界、非常に密接に連絡をとりながら、実施可能な条約を作ってきて

いるということが、やはり今までこれだけ環境問題を海運界が取り組んで、大きな

事故、まあ時々は大きな事故があります。特に油汚染の事故がありましたけれども、

そうは言っても、世界中でこれだけの量の油を運び、これだけの量の危険物も運び、

その中でやはり適正に環境規制を実施しているというのは、何といっても IMO と

それから海運業界の今までの努力の成果だろうと思うのですね。これからもそうい

う形で IMO は進んで行くと思うのですけれども、何と言ってもやはりグローバル

な視点を確保していくということで、先ほど来からアジアの視点を何とか出すべき

ではないかというご指摘がありますけれども、全くその通りなんですが、 IMO と

いうのは、加盟国の議論をする場所であって、その中でもちろん業界の意見も入り

ます。  

 

したがって、業界の意見をその NGO という形で反映させるために、 IMO の中



にコンサルタティブ・ステイタスとしての位置づけを持って、そういった業界なり

団体なりが意見を出していく。これは極めて重要なのですけれども、それはそれと

して加盟国の代表の中に、やはり各国の意見を出していくというチャネルが依然と

してあるわけです。アジアのプレゼンスというのは、非常に大きくなっていますか

ら、やはりアジアの造船業、海運業の考え方は、基本的には各国の代表を通じて提

案はされているわけです。そのチャネルをいかに使うかということが、もう１つ大

きな点だろうと思うんですね。もちろん NGO としての資格を取得されて、いわば

産業界から直接情報を発信していくというのも大事なのですけれども、これにはこ

れなりの色々な制約がありまして、そういったスティタスが得られるかどうかとい

うことで、日本政府のお考えも非常によく分かりますし、ただ私が IMO の事務局

長として、そのことを判断するポジションにないものですから、やはり一定のプロ

セスもありますので、そのプロセスを経て、そういうものが実現されれば、非常に

結構だと思うのですが、申し上げたいのは、色々なチャネルがあって、それでアジ

アの声というのは、やはり IMO の中に反映させていくという機会は十分与えられ

ておるし、そういったものをいかに皆さんがお使いになるかというのが、これから

の対応の中で大事ではないかなというふうに思います。  

 

【コーディネーター：杉山氏】 大変貴重なお話をありがとうございました。それ

では、先ほどの第１の論点のときには、中本会長、岩本部会長の順序でお聞きまし

たけれど、今度は逆にしまして、この環境あるいは海洋環境保全の視点からのご意

見は最初に岩本部会長からお願いいたします。先ほど既に釜会長のお話の中に、日

本の造船業界としてどういう対応を考えているかというようなことはお話を頂き、

また五極の造船首脳会議のお話も出てまいりましたけども、補足して頂くことがあ

れば、それらも含めながら、ご意見を伺いたいと思います。宜しくお願いいたしま

す。  

 

 

 



～造船業界の海洋環境保全等への対応～  

【パネリスト：岩本氏】  はい、環境の問

題につきましては、色々な取り組みがある

というのは、もう皆さんご承知のことだと

思いますが、ポイントとして、１つ１つの

テーマについて、これは造船業にとって重

要と思っているところを述べさせて頂きた

いと思います。まず、シップリサイクルというのが先ほどございました。これは実

施されるまでに、暫く時間が要るかなということなのですが、我々にとってみまし

たら、造船屋がいずれにしても絡むわけなので、これをいかに効率よくやっていく

かということで、事務効率を非常に重要視しております。従って、色々なマニュア

ルとか様式だとかの統一化を図ろうという動きが、今の動きで、日本がリーダーシ

ップをとっていますが、アジア諸国がこれに付いてきていると思います。それを

ASEF の活動として具現化しつつある訳です。また、これも非常に嬉しいことなの

ですが、NK（日本海事協会）さんが開発されたプログラムがありまして、これが

要するにデファクト・スタンダードにはならないかもしれませんが、ASEF での議

論の中心になってきております。  

 

したがって、「いいものは皆で」という考えとなっています。韓国もそう言って

います。今、そのような形で世の中が変わってきていると思われ、昔は日本が開発

したら、韓国は「あれは悪い」と言ったに決まっているのですが、そういうことは

もうない。そういう世の中になっているということで、アジア全体の連携というの

が、アイテムによっては可能だということだろうと思います。あともうひとつは、

これはどれぐらいできるかは、私は自信ないのですが、バーゼルの問題等々が絡む

リサイクルの場合、船のリサイクルをどこでやるかという問題については、日本国

内でもやれるならやるという考えに基づいた仕組みで既に室蘭等で色々と試みが

出ていますが、事業的に成立させる為にどうやって量を増やし、経済性を上げるか

という点のスタディはやっぱりもう少しやる必要があると思います。そのためには

日本国内の船だけではなくて、近隣諸国の船舶を全部 FTA のような形を組んだ上



で、例えば日本が機械化した形でやれないかというアイデアが出てくるのではと思

っております。  

 

 あとは GHG の中で、先ほど関水事務局長がおっしゃられたのは、日本の政府の

意見ということで色々やっているのですが、それはルールの主だったところに関す

るところでございます。ただ我々造船屋、ないしは海運会社さんも同じだと思いま

すが、生きて行くには船級協会さんとの連携をとりながらやっていくということで、

先ほど私どもの会長のからもありましたように、ガイドラインをきちっと作ってい

く中で、うまく進めたいと思っております。EEDI の問題というのは、ルールのガ

イドラインを作ると同時に、インダストリーのガイドラインをきちっと作って、組

み合わせていくことが肝心かと思います。ここでは当然造船所の我田引水は許され

ませんから、これはきちっとした形で作り上げていくということを意識してやって

いけば、一番いいのかなということでございます。  

 その辺りが EEDI として重要であると、今現在思っておりまして、これからも

色々な細かい点では問題がまだ残ってはおりますが、基本的に重要なことは、いか

にして省エネの技術的な改善というものが、きちっとした報償を受けられるかと言

う点でして、既に走っている船の CO2 を減らすには、減速とか色々あるわけです

が、これから計画していく船の中で、安易に減速、減速という話でいっていいもの

かどうかということがあり、我々は船主さんには「そればかりじゃないんじゃない

の」という議論を展開しているところもございまして、そこら辺についてもっと踏

み込んだ議論ができればと思っているところでございます。  

 

あとはやはりそういった意味で、先ほどの省エネ対応をきちっとやれた技術につ

いては、報償を得るということと、知的財産保護もあります。報償が得られる仕組

みということになりますと、それを MBM においても、そういった形のものが現わ

れてくれば良いということで、今日本政府からご提案頂いている分もその意味では

非常に良いものだと思っております。基本的には造船は MBM には、これまでノー

タッチに近かったのですが、そういった形で省エネ技術と無関係ではないというと

ころをよく理解した上で、今後進めていきたいというのが我々の考えでございます。



以上でございます。  

 

【コーディネーター：杉山氏】 大変ありがとうございました。引き続いて中本理

事長からお願いいたします。  

 

～アジア船主フォーラムの役割～  

【パネリスト：中本氏】  それでは時間も

押していますので、１点だけ。造船のほう

は、アジア造船技術フォーラムのオブザー

バー・スティタスの話がございましたので、

同じことを求めているアジア船主フォーラ

ムについて簡単に紹介させて頂きます。こ

れは 20 年前に日本が中心になって立ち上

げた組織で、メンバーが面白いですけども、

日本の他に、韓国、中国、オーストラリア、そこまでが国で入っていて、アセアン

が１つのメンバーとして入って、さらに台湾、香港が入って、最近インドが入って、

８つの国と地域でなっており、これは世界の海運の５割以上を恐らく占める、大勢

力であります。毎年１回総会を行って、ゴルフをしたりもしますが、５つの委員会

があって、その中でシップリサイクルの問題をやったり航行安全、あるいは環境の

問題を取り上げております。事務局長は、今まで日本船主協会の常務理事をやって

いた園田氏が２年前から務めております。  

 

中国とかインドもおりますので、なかなか難しい面もあり、環境問題は、特に

CO2 対策問題はしっかりした議論ができるというところまではいっていないので

すけども、本音ベースの意見交換ができるという、そういうところがあろうかと思

います。海賊問題等について見れば、全く意見が一致するわけですから、武装ガー

ドの乗船場所として、皆で協力して船を提供しようかとか、そんな話をしています。

先ほど関水事務局長から、各国を通じてしっかりやってくれという話もありました



が、日本の場合は、日本政府に業界としての色々な意見を取り上げて頂いて、密接

な関係ができていると思いますけども、そうでない国もあり、ASF は先ほど言っ

たようなメンバー構成を考えますと、アジアの声という意味では非常に意味のある

組織であり、そこの意見を聞くのも決して悪いことではないというか、非常にいい

ことではないかという宣伝をさせて頂きまして、終わらせて頂きます。  

 

【コーディネーター：杉山氏】 はい、ありがとうございました。この第２の論点

については、森重次長からもお話を伺いたいと思います。GHG の規制については、

その検討では日本が大変積極的な活動をして、今日の関水事務局長のご講演の中で

触れられた EEDI の件に関しても、日本のリードが非常に重要だったということ

を伺いました。そういう意味で、日本の政府も頑張って下さっていると思いますし、

国土交通省でシップリサイクルの実証実験も進めておられると聞いております。そ

ういうことで、我が国の今後のその領域における政策の方向性について、お教えを

頂ければと思います。宜しくお願いいたします。  

 

～日本政府の海洋環境保全等への対応～  

【パネリスト：森重氏】  今、お話がご

ざいました GHG の話、それからシップ

リサイクルにつきまして、ちょっと触れ

させて頂いて、これからの技術的なもの

を含めた海洋環境にどう対応していくか

ということをお話したいと思います。ま

ず最初に、感想めいたお話で恐縮ですけ

ども、やっぱり我が国の海事の分野とい

うのは、海運にせよ、それから造船にせよ、まだまだ世界をリードしている。そし

てこれからもリードできる、またしなきゃいけないわけですけども、そういうやや

元気のない日本の中でも、頑張れる分野じゃないかと思っています。だからこれを

どうやって伸ばしていくかという流れの中で、今日のテーマにあったようなことが

出てくるのかなという感じがしています。  



そういう意味で、産業的にやっぱりセットだと思いますけども、国際的な活動で

すよね。ルール・メイキング、 IMO での今回の GHG の基準の導入について、日

本のイニシアティブであると。やっぱりセットになって出ているので、両方ともこ

れからもしっかり前に出て行けるような、力をつけなければいけないかなと思いな

がら聞いておりました。その点に関して、個人的に思っていることは、例えば造船

なのですが、船ですよね。太古の昔から色んな交通手段があって、何が一番古いか

というのは色々研究してみると面白いと思うのですけれど、車というのは丸い輪で

物を運んで行く。  

 

何が車の始まりか。それでエンジンが出てきてということですけれど、船は川を

渡るときとか出てきたわけで、どっちが古いかは別として、いずれにしても輸送機

械なんです。輸送機械というのは陸海空があって、海の輸送機械は船ですけれど、

陸の輸送機械は自動車ですよね。それから鉄道車両もあるでしょう。それから空の

輸送機械は航空機。これはボーイングとかエアバスだけじゃなくて、会社としては

そうなのですけれど、日本の航空機産業がもう相当重要な部分を担っている。まし

てや今は小型機まで開発してやろうとしている。日本の輸送機械産業というのは、

やっぱり気を吐いているし、車両産業を含め陸海空の産業はまだまだいけるという

ことで、今は海外展開も含めて勝負に出ようとしているわけですが、ですから今日

のお話を聞いていて思いましたが、そういうところで、多分一番大きな輸送機械で、

しかも頑丈な機械を持っている船、またそれを使ってサービスする海運と、これは

まだまだいけるのではないかと思っています。  

 

ちょっと思いを述べさせて頂きましたけれど、そういう流れの中で、環境の話を、

GHG とシップリサイクルにちょっと触れたいと思います。GHG の話は、やっぱ

り日本はまだまだ中国や韓国とは一線を画して、頭一つ出ている。平均的に環境技

術で１割程度の燃費差が出るということをおっしゃる方もおられますので、これを

しっかり維持しながらどう出て行くかということだと思います。お話にもありまし

たように、世界的な基準の導入の国際措置化ということで、各国が皆、来年の１月

１日からの発効に向けて、国内措置を今準備しているわけですけども、局長のほう



から申し上げましたように、我が国も、今国会にその国内法化の改正法を、海防法

の改正法を提出予定でございます。  

 

この際にちょっとご紹介しておきますと、もう１本が提出予定で準備中ですが、

トン税の関連の海上運送法の改正でございますとか、あるいは国際条約の国内措置

化という意味では、この GHG の海防法と、もう１つは海上労働条約というのがご

ざいまして、これは ILO のほうでございますけれども、現在海事局関係は３本作

業をしているという状況でございます。その中でもこの GHG の問題というのは、

大変重要なものの１つでございます。それでこういう環境二酸化炭素の点は、もう

ここで、トップランナーで前を走って行くということに尽きるのだと思います。次

にお話したいのは、シップリサイクルの話であります。先ほど関水事務局長のほう

から、 IMO における規制の流れについてのご紹介がございましたけれど、最初が

油の関係、そしてバラスト水の話、そしてリサイクルの話、その間には船底塗料の

話であるとか、色んな話を経て、現在リサイクルに来ているわけであります。この

リサイクルの考え方というのは、ある意味で今地球をどう考えているかというか、

つまり生まれてそれから壊れるまで、全部ライフサイクルで面倒みるという考え方

です。対象を個別にやってきて、油廃棄物からずっときて、とにかく船が生まれて、

最後まで起こる現象をまず全部分野としてカバーしていって、トータルとして何と

いうかライフサイクルでどう対応するかということの先に、このシップリサイクル

という考え方があると。それが１つあると思うのですね。  

 

 あともう１つは、ちょっと別の角度で言いますと、今までの産業というのは発展

というキーワードでひたすら頑張ってきて、発展を行っていくために、伴うものと

して基準が出てきたわけですけども、マイナスファクターの一番最たるものについ

て、今回はリサイクルというもので、辿りついているわけですけれど、それがどう

転換していくか。プラスとマイナスを一緒に見なきゃいけないという考え方もある

かもしれません。そういったところで、３点目を申し上げれば、トータルとして世

界というか、海事もそうですけれど、ゼロ・エミッションに向けて進んでいると。

そういう中で捉えると。角度を変えて３つ位の見方があるのかなというふうに思う



わけですけれど、これは大変我が国にとっても大事な事項でございまして、しっか

り取り組んでいきたいと思います。このシップリサイクル問題については、早期発

効に向けて引き続き大きなキーの国でありますインドとか、中国に働きかけを強め

ていきたいと思っています。  

 

先ほど岩本さんのお話もございましたが、そういう条約の関連に併せて、物理的

なキャパシティをどう確保するかというのが、大変重要というかやらなきゃいけな

い課題としてございまして、１つは、世界のリサイクルヤード・キャパシティをど

う確保するか。もう１つは、日本におけるキャパシティをどう確保するか、とこう

両方あるわけです。世界のキャパシティの確保という点では、私どもも、さっき出

ましたインドが非常に重要でございますので、ODA という観点で、インドのグジ

ャラート州のアラン地区でのプロジェクトを ODA として進めるべく、今話を進め

ておるところです。そういったところで、世界のキャパシティをどう応援していく

か。これはアジアになるわけですから。  

 

もう１つは、日本におけるリサイクルキャパシティの確保ですが、これはなかな

か難しい面もありますけど、先ほどご指摘もありましたように、廃棄物の輸出を基

本的に禁止しておりますバーゼル条約との関連で、廃船輸出が非常に難しいという

状況があるものですから。ご承知のように現在日本籍船は、海外売船が基本ですの

で、フラッグとしての課題については、足元は直ちにはないわけですけども、いず

れそういう時代もきますし、あと技術力という点でもきちっと持っておかないとい

けないということで、お話も出ましたように、パイロット事業、モデル事業として

室蘭で事業を行いまして、その課題を探りました。非常にいい面もあったわけです

ね。公共岸壁でこういうふうにできるとか。ところがやってみると、途中で雨が降

ってきたり、溶接でやってみたけれど、なかなかうまく切れないとか、色々な課題

も出てきた。トータルとして言いますと、やっぱりコストの問題というのは、やは

り日本におけるリサイクルヤードを確保する上で大きいと。  

そういうことで実証実験の第二弾といたしまして、今年の３月から始めますが、

広島の呉で特にコスト、経済性に焦点を当てた実証実験というのをやってみたいと



思っております。いかに効率的に切断していくかがポイントでございます。そうい

ったことをやりながら、このリサイクルにしっかりと取り組んでいきたいと思って

います。  

先ほど申し上げましたように、海洋環境の分野、技術の分野でどういうふうに対

応していくか。要は一種の国際政治も絡むわけでございまして、環境政策と言いま

すか、そういう流れでは日本の産業政策でもありますし、基本的には技術を持つ日

本としては、追い風と考えて、そのルール・メイキングも含めて、しっかりと前に

出る。その際には、産官学とは言いませんが、海事クラスター全体の力の結集であ

るとか、あるいは国、それから産業界が力を結集していくことが大事だと思います。 

 

ちょっと長くなりましたが、最後に１点付け加えさせて頂きます。そういう取り

組み方向である中で、私どもも今色んな政策を検討し、また進めておりますけれど、

２つほど頭に置いて考えております。１つは現在次の海洋基本計画の改定作業を始

めております。海洋基本法に基づきまして、現在の海洋基本計画ができているわけ

でございますけれど、24 年度までの計画ですが、次期計画に向けて作業をスター

トさせておりますから、そういう中でこれは非常に幅広いですよね。どうこういっ

た流れを位置づけていくかというのが頭の中に１つある。これは内閣全体の話です。

あと２点目は国交省としても、これは住宅とか地域であるとか都市であるとか、要

するに先ほどゼロ・エミッション社会と申し上げましたけど、そういう国土とかそ

ういう観点で、持続可能で活力ある国土地域づくりということで、そういう切り口

でのプロジェクトの推進もやっております。二次元、三次元と言いますか、そうい

うディメンションの中で、今のような環境を追い風にしてしっかり日本は生き残っ

て行くといいますか、勝負していくべきかと思っております。以上です。  

 

～政策の協調の場を目指す IMO と連携・協力で問題解決を～  

【コーディネーター：杉山氏】 どうもありがとうございました。それぞれのお立

場から色々なコメントを伺うことができて、大変良かったと思います。改めて御礼

を申し上げます。今さらこんなことを言ってもあれですが、もし時間が十分に余っ



たときには、それこそシナリオにない論点

で、パネリストの方々に第二ラウンド、第

三ラウンドの話も伺えればと思っておりま

したし、あるいはまたフロアからもご質問

を頂くことまでも考えておったのですが、

これは先ほど来申し上げましたように時間

がなくて、今日は断念せざるを得ないと思

います。短い時間ではありましたけれども、

パネリストの方々から、大変貴重なお話を伺えたように思います。今日登場した

色々な課題とか議論とかというものの多くは、１つの国とか単独の産業それぞれだ

けの努力では、なかなか解決できるようなものではないので、最後に森重次長の話

にもありましたように、クラスターというのか、政府、海事産業界、あるいは願わ

くば、学界も加わって協力をして解決を目指すべきことと思います。またそのプロ

セスで、 IMO の活動との連携ということも十分に考えていくべきで、そうでなけ

ればなかなか解決がつかない問題であって、連携や協力が一層重要になってくると

いう印象を持つ次第であります。  

 

今日の基調講演の中で、関水事務局長が IMO の目指すは「海事の政策のフォー

ラム、政策の協調の場」だとおっしゃって、私は大変説得的なお話だなと思って承

りました。日本でも産官学を色々と協力をして、問題の解決に当たるということを

言いましたけれども、また逆側から言えば、日本のそういう活動が、ひいては IMO

の活動にも実質的な貢献をさせて頂けるような、そういう状況が出てくるといいな

ということを、お話を伺いながら考えておりました。  

 

 私も個人的に最後になりますけれど、関水さんの事務局長ご就任に、心から敬意

と祝意を表させて頂きたいと思います。本日は大変ありがとうございました。これ

で終了させて頂きたいと思います。どうもありがとうございました。  


